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｢福祉型短期入所事業」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は利用者に対して短期入所サービスを提供します。事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 
※当サービスの利用は、原則として障害者・児童短期入所介護給付費の支給決定を

受けた方が対象となります。 

 

１．事業者 

名    称 社会福祉法人 つよし会 

所 在 地 宮崎県日南市大字風田３５８５番地 

電話番号 ・ F A X （０９８７）２３－５３３６  ・ （０９８７）２３－５３３７ 

代表者氏名 理事長 冨山 和年 

設立年月日 昭和４０年１０月１日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 
指定障害者・児童短期入所事業所 

平成１８年１０月１日指定宮崎県４５１０４０００６４号 

事業所の目的 

利用者が可能な限りその地域における生活が継続できる

ことを念頭に置いて、事業者が利用者に対し、短期的な

施設利用を提供して、日常生活上の援助、日中活動支援

等を行うことを目的とします。 

事業所の名称 障害者支援施設 つよし学園成人部 

事業所の所在地 宮崎県日南市大字風田３５８５番地 

電話番号 ・F A X （０９８７）２３－５３３６ ・ （０９８７）２３－５３３７ 

施設長（管理者）氏名  谷口 正純 

当事業所は介護給付費の事業所指定を受けています。 

 

      障害者・児童短期入所事業（宮崎県指定 第４５１０４０００６４号） 
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サービス管理責任者  蛯原 宏 

当事業所の運営方針 

1．利用者の基本的、日常的生活活動面の自立を目指

す、遊び活動や遊び的労働活動の掘り起こしと創造への

取り組みに努めます。 

2．利用者の精神的、社会的自立を目指す自主・自立的

活動の掘り起こしと広がりへの取り組みに努めます。 

3．日常生活諸経験の広がりや、社会生活諸経験の積み

上げを目指す園外活動の多様な試みと取り組みに努めま

す。 

4．利用者の家庭生活や家庭内諸関係の立て直しを目指

す諸活動の企画工夫や実践への取り組みに努めます。 

 

※ 詳細については、つよし学園成人部運営要綱に記載 

第三者評価の実施状況 実施しておりません 

開設年月日 平成 15 年 4 月 1 日 

利用日及び利用時間 
原則として随時受入いたします。但し、受入施設の状況

によりご相談する場合があります。 

主たる対象者 知的障害者、障害児 

受入定員 空床利用型 つよし学園成人部定員 ３０名以内（利用者

の欠員があった場合）・併設型 

知的障害者・児童短期入所 ６名 

居室等の概要 

当事業所では、厚生労働省が定める基準に沿った居

室・設備をご用意しています。利用にあたって、利用者に

特別にご負担いただく費用はありません。（但し、利用者

の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない

場合もあります。） 

☆居室の変更：利用者から居室の変更希望の申し出があ

った場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決

定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更す

る場合があります。その際には､利用者やご家族等と協議

のうえ決定するものとします｡ 

 

職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定知的障害者・児童短期入所事業サービスを提供する主

な職員として、時間帯により、以下の職員を配置しています。 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤 務 体 制 

１． 施設長・事務員・用務員 日勤  ８：００～１７：００ 

２．サービス管理責任者 

  生活支援員（保育士） 

保健師又は看護師 

  介助員等 

夜勤  ①１３：３０～翌日１０：００ 

     ②１５：３０～翌日１０：００ 

早出  ６：４５～１５：４５ 

日勤  ８：００～１７：００ 

遅出  １２：００～２１：００ 

３.栄養士・調理員 

早出 ５：３０～１４：３０ 

日勤 ８：１５～１７：００ 

遅出 ９：００～１８：３０ 

☆ 1 ヶ月変形労働時間となります。 

 

＜職務内容＞ 

（１） 管理者  １名（常勤兼務） 

      管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定  

されている短期入所の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要

な指揮命令を行う。 

（２） サービス管理責任者 １名（常勤） 

サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画

の作成、継続的な評価等を行い、サービスの内容と実施の手順に係る管理を行

う。 

（３） 看護職員 １名以上（常勤） 

看護職員は、利用者の看護並びに利用者と従業者の健康管理を担当する。 

（４） 生活支援員 ６名以上（常勤・非常勤） 

      生活支援員、作業支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支   

援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。 

（５） 栄養士 １名（常勤兼務） 

      栄養士は、利用者の栄養管理を行う。 

（６） 調理員等 １名以上（常勤・非常勤） 

調理員は、利用者に給食サービスの提供を行う。 

（７） 事務員 １名以上（常勤兼務） 

事務員は、事業所に必要な事務を行う。 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護給付費の対象となるサービス 

（２）利用料金が介護給付費の対象外のサービス 



 4

があります。 

 

（１）介護給付費の対象となるサービス  

＜サービスの概要＞  

 ①入浴 

・ 原則として、入浴は毎日行っています。 

 ②排泄 

・ 排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ③睡眠 

・ 就床時間は 21:00 を原則とし、利用者の状況により考慮します。 

 ④送迎サービス 

・ 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる

利用者に対して居宅と事業所間の送迎を行います。 

 ⑤その他自立への支援 

・ 利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、日常生活上の援助や日中活動

支援を行います。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

・ 移動上の支援･介助を必要に応じて行います。 

 

<サービス利用料金> 

別紙の料金表によって、利用者のサービス利用時間に応じたサービス利用料金（１割）をお

支払い下さい。 

 

（２）介護給付費の対象外のサービス 

 以下のサービスは、利用料金が利用者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金>                                         

①食事 

・ 当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ 利用者の自立支援のため、食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

（食事時間）  

朝食：7：45～8：30  昼食：12：00～13：00   夕食：17：30～18：30                          

（食事料金） 

朝食：290 円  昼食：520 円(おやつ込み)  夕食：570 円  おやつのみ 50 円  
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上記の金額は、人件費を含んだ金額になっておりますが、低所得者においては食事

提供加算（４８０円）を控除した請求になります。 

 

②レクリエーション、行事  

利用者の希望によりレクリエーションや行事に参加していただくことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 

③複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。   1 枚につき   20 円 

 

④日常生活上必要となる諸費用 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用を実費負担といたします。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 ヶ月前までにご説明

します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌月末日までにお支払い下さい。 

○ 下記指定金融機関への口座振込みでお願いします。又、つよし学園事務所にて現金で

受け付けいたします。 

 

短期入所サービス 指定金融機関名 預金種類 口座番号 口座名義 

知的障害者・児童短期入所 
宮崎銀行 

油津支店 
普通預金 1458831 

社会福祉法人つよし会 

つよし学園成人部 

園長 谷口 正純 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

○ 利用予定期間の前に、利用者の都合により、短期入所サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施

日前日までに事業者に申し出てください。 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協

議します。 

○ 利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その

場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

 当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保す
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るため、下記の事項をお守り下さい。 

 

（1）施設・設備の使用上の注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価を

お支払いいただく場合があります。 

○利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

や利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、利用

者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本

人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動を行うことはできません。 

 

（２）貴重品管理 

  貴重品の管理については、利用者の責任において管理していただきます。所持品に

ついては、必要品以外持ってこないでください。個人の私物を、故意又は重大な過失に

より壊した場合、請求することもあります。 

 

（３）喫煙 

 事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

（４）サービス利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、利用者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院

治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証する

ものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありませ

ん。） 

 

主な協力医療機関 

名    称 所  在  地 電 話 番 号 

大井外科 宮崎県日南市星倉 1-3-7 0987-25-2100 

谷口病院 宮崎県日南市大字風田３８６１ 098７-23-1331 

  

６．苦情申立先 

当事業所ご利用相談  

窓       口 

・窓口担当者  高橋 弘樹、畠中 彩  

・ご利用時間  9:00～17:00（日･祭日、年末年始を除く） 

・電話番号    0987-23-5336 

・担当者が不在の場合は、事務所までお申し出ください。 

・苦情受付箱を玄関に設置しておりますのでご利用ください。 
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日南市社会福祉協議会 
･所在地     宮崎県日南市中央通 1－8－1 

･電話番号    0987-23-1191 

宮崎県社会福祉協議会 

（宮崎県福祉サービス運

営適正化委員会） 

･所在地   宮崎県宮崎市原町 2-22 宮崎福祉総合センター内 

･電話番号    0985-60-0822 

 

 ７.緊急時等における対応 

  当施設の従業者は、障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じま

す。 

 

 ８.身体拘束の禁止 

  当施設は、障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者または他の利用者の生命又は

身体を保護するために緊急時にやむを得ない場合等を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下、「身体拘束等」という。）を行いません。ただし、やむを得ず身体拘束

等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急時にやむを

得ない理由など必要な事項を記録します。 

 

 ９.虐待防止のための措置 

 当施設は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期

的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における

虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めます。 

 

１０.秘密保持等 

 当施設は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適

切な取り扱いに努めるものとします。 

〇当施設の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

〇当施設の職員であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき

旨を、職員との雇用契約の内容とする。 

〇当施設は、他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者またはその家族の同意を得ておかなければな

らない。 

 

１１.事故発生時の対応            

 当施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、事故の 

状況及び事故に際してとった処置等を、都道府県及び市町村、当該利用者の家族等に連絡し、 

必要な措置を講ずるとともに、書面として記録する。 

 当施設は、利用者に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害 
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賠償を速やかに行う。 

 

１２.非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「つよし会 消防計画」により、対応いたします。 

平常時の訓練 

別途定める「つよし会 消防計画」にのっとり、年 12 回以上の夜間

及び昼間を想定した避難・防災訓練を、利用者の方も参加して実

施します。 

防災設備 

・スプリンクラー    あり        ・防災扉        あり 

・自動火災報知機  あり        ・ガス漏れ警報器  あり 

・誘導灯        あり        ・屋内簡易消火栓 あり 

・非常通報装置   あり  

カーテン等は防災性のあるものを使用しております。 

消防計画等 
消防署への届出日：各年度初めに関係書類を届け出る 

防火管理責任者 ：谷口 正純 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定知的障害者・児童短期入所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 

令和     年     月     日 

 

指定知的障害者・児童短期入所  障害者支援施設つよし学園成人部 

 

説明者職名                

  

氏名                                     印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定知的障害者・児童短期入

所サービスの提供開始に同意しました。 

 

令和     年     月     日 

 

利 用 者 住 所  宮崎県                                      
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利 用 者 氏 名                                 印        

 

身元引受人住所  宮崎県                                    

 

身元引受人氏名                                 印        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


